
 

別添１ 

 

学校における校外活動の安全確保の徹底等について 

（令和 8年 4月 7日付け文部科学省初等中等教育局長、総合教育政策局長、高等教育局長通知） 

（抜粋） 

 

 

１．学校における校外活動時の安全の確保について 

 

（略） 

 加えて、今般の事案を踏まえ、修学旅行等においては、利用する旅客運送の安全確保（例：

関係事業者における業務運営上必要な登録や保険加入の有無等）について、予め確認するこ

と等も重要である。 

 特に、船舶により旅客を運送する事業には、海上運送法の許認可の取得が必要となってい

るところである。海上運送法の許認可を取得した事業者については、安全管理規程において

発航基準等を定め地方運輸局等に届出し、経営の責任者、運航管理者、船長等は安全管理規

程を遵守することが義務づけられている。このため、特に修学旅行等において船舶を利用す

る場合には、海上運送法の許認可を取得した事業者を選定すべきである。船舶運航事業者に

係る海上運送法の許認可の取得の有無については、船舶を運航する地域の地方運輸局等にお

尋ねいただければ確認することが可能であり、また、船舶運航事業者の安全対策への取組状

況を検索できる「旅客船事業者の安全情報検索サイト」を活用することで確認することも可

能である。なお、船舶の利用時点では情報が変更となっている場合があるため、最新の情報

については、地方運輸局等又は事業者へ確認することが望ましい。 

 

 


